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(57)【要約】
【課題】回収効率の良い微生物回収方法を提供する。
【解決手段】液体試料から微生物を回収する微生物回収
方法であって、濾過器を用いて液体試料から微生物を濾
別するステップと、濾過器の濾液を排出する側から濾過
器の液体試料を流入させる側に向けて培地を流し、これ
により、濾過器で濾別された微生物を培地と一緒に回収
するステップとを含む。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　濾過器を用いて液体試料から微生物を濾別するステップと、
　前記濾過器の濾液を排出する側から前記濾過器の前記液体試料を流入させる側に向けて
回収液を流し、これにより、前記濾過器で濾別された微生物を前記回収液と一緒に回収す
るステップとを備える、微生物回収方法。
【請求項２】
　前記回収液は、前記微生物の培養に用いるための液体培地である、請求項１に記載の微
生物回収方法。
【請求項３】
　前記微生物を前記回収液と一緒に回収するステップは、前記濾過器の前記液体試料を流
入させる側に接続される流路を、前記微生物を含む前記回収液を回収する回収容器に接続
された回収路に切り替えるステップを含む、請求項１または請求項２に記載の微生物回収
方法。
【請求項４】
　前記濾過器の前記液体試料を流入させる側から前記濾過器の前記濾液を排出する側に向
けて洗浄液を流すステップをさらに備え、
　前記洗浄液を流すステップは、前記微生物を濾別するステップと前記微生物を前記回収
液と一緒に回収するステップとの間で行われる、請求項１～請求項３のうちいずれか１項
に記載の微生物回収方法。
【請求項５】
　前記洗浄液を流すステップは、前記濾過器の前記液体試料を流入させる側に接続される
流路を、前記洗浄液を受ける洗浄容器に接続された洗浄路に切り替えるステップを含む、
請求項４に記載の微生物回収方法。
【請求項６】
　前記液体試料は、血球を含み、
　前記液体試料から前記血球を除去するステップをさらに備え、
　前記血球を除去するステップは、前記微生物を濾別するステップの前に行われる、請求
項１～請求項５のうちいずれか１項に記載の微生物回収方法。
【請求項７】
　前記血球を除去するステップは、
　　前記微生物に対する濾過抵抗が、前記血球に対する濾過抵抗よりも小さい第１フィル
タを用いた第１濾過を前記液体試料に対して行い、これにより前記血球に対して前記微生
物を先行させるステップと、
　　前記第１フィルタに前記血球が残った状態で、前記微生物を含む濾液に対して第２フ
ィルタを用いた第２濾過を行って前記微生物をサイズ選択的に透過させるステップとを含
み、
　前記第１濾過の一次側からの加圧および前記濾液が排出される側からの減圧のうちの少
なくとも一方により、前記血球を除去するステップおよび前記微生物を濾別するステップ
が行われる、請求項６に記載の微生物回収方法。
【請求項８】
　前記微生物を前記回収液と一緒に回収するステップは、前記濾過器の前記濾液が排出さ
れる側に接続される流路を、前記回収液を受ける回収液用容器に接続された流路に切り替
えるステップを含む、請求項１～請求項７のうちいずれか１項に記載の微生物回収方法。
【請求項９】
　液体試料を受ける試料容器と、
　微生物よりも小さい孔径を有するフィルタ、ならびに前記フィルタを挟んで互いに対向
する位置に形成された第１開口部および第２開口部を有する濾過器と、
　廃液を受ける廃液容器と、
　回収液を受ける回収液用容器と、
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　回収対象の溶液を受ける回収容器と、
　前記濾過器の前記第１開口部側に前記試料容器が接続され、前記濾過器の前記第２開口
部側に前記廃液容器が接続される第１流路と、
　前記濾過器の前記第２開口部側に前記回収液用容器が接続され、前記濾過器の前記第１
開口部側に前記回収容器が接続される第２流路とを備える、微生物回収装置。
【請求項１０】
　前記回収液は、前記微生物の培養に用いるための液体培地である、請求項９に記載の微
生物回収装置。
【請求項１１】
　前記第１開口部との接続を前記試料容器または前記回収容器に切り替える第１切替器と
、
　前記第２開口部との接続を前記廃液容器または前記回収液用容器に切り替える第２切替
器とをさらに備える、請求項９または請求項１０に記載の微生物回収装置。
【請求項１２】
　洗浄液を受ける洗浄容器と、
　前記濾過器の前記第１開口部側に前記試料容器が接続され、前記濾過器の前記第２開口
部側に前記廃液容器が接続される第３流路をさらに備える請求項９または請求項１０に記
載の微生物回収装置。
【請求項１３】
　前記第１開口部との接続を前記試料容器、前記回収容器または前記洗浄容器に切り替え
る第１切替器と、
　前記第２開口部との接続を前記廃液容器または前記回収液用容器に切り替える第２切替
器とをさらに備える、請求項１２に記載の微生物回収装置。
【請求項１４】
　前記液体試料は、血球を含み、
　前記試料容器は、
　　前記血球を除去する除去装置であり、
　　前記血球および前記血球よりも小さい前記微生物を透過可能であって、前記微生物を
前記血球よりも先に透過させる性質を有する第１フィルタと、
　　前記第１フィルタよりも下流側に配置され、前記血球をサイズ選択的に捕捉し且つ前
記微生物をサイズ選択的に透過させることが可能な第２フィルタとを含む、請求項９から
請求項１３のうちいずれか１項に記載の微生物回収装置。
【請求項１５】
　前記試料容器および前記濾過器を収容し、前記回収容器を着脱可能に支持する筐体と、
　前記第１切替器および前記第２切替器が配置され、前記筐体を取り付け可能に構成され
た収容体とをさらに備え、
　前記筐体には、前記第１流路の少なくとも一部と、前記第２流路の少なくとも一部とが
設けられており、
　前記筐体に設けられた前記第１流路および前記第２流路は、可塑性を有する管によって
構成されており、
　前記第１切替器および前記第２切替器は、前記管を挟み込んで圧迫することで、前記第
１流路または前記第２流路を遮断して接続を切り替え、
　前記収容体に前記筐体を取り付けたときに前記管が前記第１切替器および前記第２切替
器によって挟み込まれるように、前記第１切替器および前記第２切替器が前記収容体に位
置決めされている、請求項１１または請求項１３に記載の微生物回収装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、微生物回収方法および微生物回収装置に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　血液中に含まれる菌などの微生物を特定するにあたり、測定の障害となる血球成分を除
去し、微生物を回収して、回収した微生物を培養する方法が知られている。たとえば、非
特許文献１は、血液培養液に細胞溶解液を加えて血球等の細胞膜を溶解した後、フィルタ
ーで濾過し、フィルターの上に回収された物質を綿棒で刮ぎ取ることで、血液培養液中の
菌などを回収する方法を開示している。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Amy　Fothergill,　Vyjayanti　Kasinathan,　Jay　Hyman,　John　Wal
sh,　Tim　Drake,　and　Yun　F.　(Wayne)　Wanga,　"Journal　of　Clinical　Microbi
ology",　51,　805-809　(2013)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　非特許文献１に開示されたフィルター表面上の物質を綿棒で刮ぎ取る方法は、微生物を
綿棒で刮ぎ取るという人の手による作業が必要であり、自動化に向いていなかった。
【０００５】
　本発明は、かかる問題を解決するためになされたものであり、その目的は、微生物の回
収を自動化することが可能な微生物回収方法および微生物回収装置を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示の微生物回収方法は、濾過器を用いて液体試料から微生物を濾別するステップと
、濾過器の濾液を排出する側から濾過器の液体試料を流入させる側に向けて回収液を流し
、これにより、濾過器で濾別された微生物を回収液と一緒に回収するステップとを含む。
【０００７】
　上記の微生物回収方法は、回収液が流れる力で微生物を濾過器から分離して回収するこ
とができるため、微生物の回収の自動化を可能にする。
【０００８】
　本開示の微生物回収装置は、液体試料を受ける試料容器と、微生物よりも小さい孔径を
有するフィルタ、ならびにフィルタを挟んで互いに対向する位置に形成された第１開口部
および第２開口部を有する濾過器と、廃液を受ける廃液容器と、回収液を受ける回収液用
容器と、回収対象の溶液を受ける回収容器と、濾過器の第１開口部側に試料容器が接続さ
れ、濾過器の第２開口部側に廃液容器が接続される第１流路と、濾過器の第２開口部側に
回収液用容器が接続され、濾過器の第１開口部側に回収容器が接続される第２流路とを含
む。
【０００９】
　上記の微生物回収装置は、試料容器から液体試料を流すことで微生物を濾過器で濾別し
たのち、回収液を濾過器に向けて流すことで、濾過器で濾別された微生物を回収液と一緒
に回収することができる。そのため、微生物回収装置を利用することで、回収液が流れる
力で微生物を濾過器から分離して回収することができ、人の手によることなく微生物を回
収できるため、微生物の回収の自動化を可能にする。
【発明の効果】
【００１０】
　上記の微生物回収方法および微生物回収装置においては、回収液が流れる力で微生物を
濾過器から分離して回収することができるため、微生物の回収の自動化を可能にする。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】実施形態１にかかる回収装置の全体構成を模式的に示す図である。
【図２】実施形態１にかかる回収装置を用いた微生物回収方法のフローの概略を示す図で
ある。
【図３】実施形態２にかかる回収装置の全体構成を模式的に示す図である。
【図４】実施形態２にかかる回収装置を用いた微生物回収方法のフローの概略を示す図で
ある。
【図５】実施形態２にかかる血球除去装置内の第１フィルタおよび第２フィルタで液体試
料を濾過した際の血球および測定対象物の移動を模式的に示した図である。
【図６】実施形態３にかかる回収装置の全体構成を模式的に示す図である。
【図７】実施形態３にかかる回収装置を用いた微生物回収方法のフローの概略を示す図で
ある。
【図８】実施形態４にかかる回収装置の概略斜視図である。
【図９】実施形態４にかかる回収装置の全体構成を模式的に示す図である。
【図１０】図８に示した筐体の概略斜視図である。
【図１１】図１０に示した筐体からカバーを外した状態を示す概略斜視図である。
【図１２】図１０に示した筐体の概略背面図である。
【図１３】図８に示した収容体を示す概略斜視図である。
【図１４】コントローラが実行する回収処理を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本開示の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同
一又は相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。また、図中の斜線は、液
体成分を示す。
【００１３】
　本開示にかかる回収装置は、たとえば、血液中の微生物を特定する際の前処理工程に利
用される。また、本開示にかかる回収装置は、全量濾過方式で液体試料を濾過するための
装置である。また、本開示にかかる回収装置は、血液中の微生物を得ることを目的として
いるという性質上、ディスポーザブルであることが好ましい。本開示において回収対象と
される微生物は、たとえば、細菌および真菌などの菌、ウィルス、ならびにカビなどであ
る。
【００１４】
　［実施形態１］
　＜回収装置の構成＞
　図１は、実施形態１にかかる回収装置の全体構成を模式的に示す図である。回収装置１
は、液体試料３００を受ける試料容器１００と、濾過器２００と、液体試料３００を濾過
器２００で濾過して得られる濾液（廃液）を受ける廃液容器４２０と、培地３６０を受け
る培地容器４４０と、微生物３４０を回収するための回収容器４６０と、第１切替器６１
２と、第２切替器６１４とを備える。
【００１５】
　濾過器２００は、微生物よりも小さい径の孔を有する濾別フィルタ２２０を備える。濾
過器２００には、濾別フィルタ２２０を挟んで互いに対向する位置に流入口２０２と排出
口２０４とが形成されている。流入口２０２には第１切替器６１２が接続されている。排
出口２０４には第２切替器６１４が接続されている。
【００１６】
　第１切替器６１２には、流入口２０２に加えて、試料容器１００に延びる試料路５１２
と、回収容器４６０に延びる回収路５１８とが接続されている。第１切替器６１２を操作
することで、濾過器２００の流入口２０２と流体的に接続される流路を試料路５１２また
は回収路５１８に切り替え可能である。
【００１７】
　第２切替器６１４には、排出口２０４に加えて、廃液容器４２０に延びる廃液路５１４
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と、培地容器４４０に延びる培地路５１６とが接続されている。第２切替器６１４を操作
することで、濾過器２００の排出口２０４に流体的に接続されている流路を廃液路５１４
または培地路５１６に切り替え可能である。
【００１８】
　第１切替器６１２および第２切替器６１４は、たとえば、三方活栓等である。なお、第
１切替器６１２および第２切替器６１４は、手動の操作を必要とする切替器であっても、
電動式の切替器であってもよい。
【００１９】
　濾別フィルタ２２０は、回収したい微生物の大きさに応じて設計される。濾別フィルタ
２２０は、回収したい微生物を濾別できればよく、表面濾過用のフィルタであっても、深
層濾過用のフィルタであってもよい。なお、濾別フィルタ２２０として表面濾過用のフィ
ルタを採用した場合、微生物が濾別フィルタ２２０の上に堆積する一方、濾別フィルタ２
２０として深層濾過用のフィルタを採用すると、フィルタ内部で微生物が捕捉される。そ
のため、濾別フィルタ２２０として表面濾過用のフィルタを採用した場合の方が、深層濾
過用のフィルタを採用した場合に比べて、微生物を回収しやすいことが予想される。
【００２０】
　回収したい微生物が菌である場合、濾別フィルタ２２０は、たとえば、一般的な滅菌フ
ィルタであって、公称孔径が０．２～３．００μｍのフィルタである。
【００２１】
　たとえば、流入口２０２から排出口２０４に向かって液体試料３００を流すと、濾別フ
ィルタ２２０によって液体試料３００から微生物を濾別することができる。
【００２２】
　回収容器４６０は、吸引ボックス４６２内に設置されている。吸引ボックス４６２の側
面には吸引部４６４が設けられている。図示していないものの、吸引部４６４にはチュー
ブ等を介して真空ポンプが接続されている。真空ポンプを駆動することで、吸引ボックス
４６２内を減圧することができる。たとえば、第１切替器６１２を操作して流入口２０２
と回収路５１８とを接続し、第２切替器６１４を操作して排出口２０４と培地路５１６と
を接続したとする。この状態で、吸引ボックス４６２内を減圧すると、培地３６０が培地
路５１６から濾過器２００内に流入する。濾過器２００内に流入した培地３６０は排出口
２０４から流入口２０２に向かって流れ、流入口２０２から排出されて回収路５１８に向
かって流れる。
【００２３】
　廃液容器４２０の上部には吸引部４２２が設けられている。図示していないものの、吸
引部４２２にはチューブ等を介して真空ポンプが接続されている。真空ポンプを駆動する
ことで、廃液容器４２０内を減圧することができる。たとえば、試料容器１００内に液体
試料３００をセットし、第１切替器６１２を操作して流入口２０２と試料路５１２とを接
続し、第２切替器６１４を操作して排出口２０４と廃液路５１４とを接続したとする。こ
の状態で、廃液容器４２０内を減圧すると、液体試料３００が試料路５１２から濾過器２
００内に流入する。濾過器２００内に流入した液体試料３００は流入口２０２から排出口
２０４に向かって流れ、排出口２０４から排出されて廃液容器４２０に向かって流れる。
これにより、液体試料３００が濾別フィルタ２２０によって濾別され、濾液は廃液として
廃液容器４２０内に回収される。
【００２４】
　実施形態１において、試料路５１２と流入口２０２とが第１切替器６１２を介して流体
が流れるように接続され、かつ、排出口２０４と廃液路５１４とが第２切替器６１４を介
して流体が流れるように接続されて形成される流路が、「第１流路」に相当する。
【００２５】
　回収路５１８と流入口２０２とが第１切替器６１２を介して流体が流れるように接続さ
れ、かつ、排出口２０４と培地路５１６とが第２切替器６１４を介して流体が流れるよう
に接続されて形成される流路が、「第２流路」に相当する。
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【００２６】
　第１切替器６１２および第２切替器６１４を操作することで、回収装置１に形成される
流路を第１流路または第２流路に切り替えることができる。
【００２７】
　＜回収方法＞
　実施形態１にかかる回収装置１を用いた微生物回収方法について説明する。図２は、実
施形態１にかかる回収装置を用いた微生物回収方法のフローの概略を示す図である。なお
、図２中の符号３４０の白丸は、微生物３４０を示す。
【００２８】
　実施形態１において対象とする液体試料３００は、たとえば、患者から採取した血液を
培養した後の試料から血球を除去したものである。一般的に、患者からは血液培養用に８
ｍｌ～１０ｍｌ程度の血液が採取される。実施形態１において使われる液体試料３００は
、患者から採取した血液を培養したあと、培養後の血液に対して遠心分離または膜濾過な
ど、適当な操作を加えて血球を除去することで得られる。液体試料３００は、培養後の血
液に血球の細胞膜を溶解させる溶解液を加えたものであってもよい。すなわち、実施形態
１において対象とする液体試料３００は、濾過器２００を用いて濾過したときに、微生物
３４０を回収して行う検査（測定）の障害となる物質も微生物３４０と一緒に濾別されて
しまうことがないように、処理されたものであればよい。
【００２９】
　まず、液体試料３００から微生物３４０を濾別するステップＳ１００が行われる。具体
的には、濾過器２００に試料路５１２と廃液路５１４とが接続された状態で真空ポンプを
駆動して廃液容器４２０内を減圧すると、液体試料３００が吸引濾過されて、液体試料３
００から微生物３４０が濾別される。
【００３０】
　次に、濾過器２００で濾別された微生物３４０を培地３６０と一緒に回収するステップ
Ｓ２００が行われる。培地３６０は、微生物３４０の培養に用いるための液体培地であっ
て、回収対象の微生物の種類に応じて選択され、たとえば、ミュラー・ヒントン培地など
である。
【００３１】
　ステップＳ２００は、流路を切り替えるステップＳ２２０と、吸引を開始するステップ
Ｓ２４０とを含む。ステップＳ２２０においては、第１切替器６１２が操作されて、濾過
器２００に接続される流路が試料路５１２から回収路５１８に切り替わり、第２切替器６
１４が操作されて、濾過器２００に接続される流路が廃液路５１４から培地路５１６に切
り替わる。
【００３２】
　ステップＳ２４０は、ステップＳ２２０の後行われる。ステップＳ２４０においては、
真空ポンプを駆動して吸引ボックス４６２内が減圧される。これにより、培地３６０が培
地路５１６から濾過器２００の排出口２０４を通り、流入口２０２から排出され、回収路
５１８を通り、回収容器４６０内に回収される。
【００３３】
　濾過器２００内を排出口２０４側から流入口２０２側に向けて培地３６０が流れること
で、ステップＳ１００により濾別フィルタ２２０上に濾別された微生物３４０は、培地３
６０の流れに沿って回収路５１８を通って回収容器４６０内に回収される。
【００３４】
　以上のように、実施形態１にかかる微生物回収方法によれば、手作業で回収するのでは
なく、培地３６０が流れる力により微生物３４０を濾別フィルタ２２０から分離させて回
収する。そのため、実施形態１にかかる微生物回収方法は、微生物の回収の自動化を可能
にする。また、実施形態１にかかる微生物回収方法によれば、人手によらずに微生物を回
収できるため、コンタミネーションが生じにくく、また、微生物が病原体である場合には
感染を防ぐことができる。
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【００３５】
　さらに、実施形態１にかかる回収装置１を用いて微生物３４０を回収した場合、濾過器
２００で濾別された微生物３４０が培地３６０で直接回収されるため、微生物３４０の回
収効率を良くすることができる。
【００３６】
　さらに、実施形態１にかかる微生物回収方法によれば、排出口２０４側から流入口２０
２側に向けて培地３６０を流すことで、濾別フィルタ２２０の孔に詰まっている微生物３
４０を培地３６０によって押し出すことができるため、濾別フィルタ２２０上の微生物３
４０だけでなく、濾別フィルタ２２０内に詰まっている微生物３４０も回収することがで
きる。
【００３７】
　このように、微生物の回収効率をよくすることで、回収した微生物を所定の数まで培養
するのに要する時間を短縮することができる。
【００３８】
　なお、ステップＳ１００とステップＳ２００との間で、洗浄するステップＳ１２０を行
ってもよい。ステップＳ１２０においては、たとえば、ステップＳ１００の後、流路を切
り替えることなく、試料容器１００内に洗浄液を入れて、廃液容器４２０内を減圧するこ
とで、濾過器２００の洗浄が行われる。洗浄液は、回収対象の微生物３４０を死滅させる
ことのないｐＨに調整された緩衝液等であって、たとえば、ｐＨ７．２に調整された２０
ｍＭリン酸ナトリウムバッファなどである。
【００３９】
　このように、濾過器２００を洗浄するステップＳ１２０を行うことで、流入口２０２内
、濾別フィルタ２２０、および排出口２０４内に付着している微生物３４０よりも小さい
物質や、濾別フィルタ２２０上に堆積している微生物３４０間に詰まっている物質などを
洗浄により取り除くことができる。その結果、培地３６０を流したときにこのような物質
が混ざってしまうことを防止することができ、微生物３４０を高純度で回収することがで
きる。
【００４０】
　［実施形態２］
　＜回収装置の構成＞
　図３は、実施形態２にかかる回収装置の全体構成を模式的に示す図である。実施形態２
にかかる回収装置１ａは、試料容器１００にかえて血球除去装置１００ａを備える点で実
施形態１にかかる回収装置１と異なる。以下、回収装置１ａについて、回収装置１と異な
る点を中心に説明する。なお、図３中の符号３２０の黒丸は、血球を示す。
【００４１】
　血球除去装置１００ａは、血球除去装置１００ａ内であって、血球除去装置１００ａの
底部に第１フィルタ１４０および第２フィルタ１６０を備える。第２フィルタ１６０は、
第１フィルタ１４０の下流側（試料路５１２が接続されている側）に設けられている。第
１フィルタ１４０は第２フィルタ１６０の上に重ねて配置されている。そのため、試料路
５１２側から吸引されると、第１フィルタ１４０は、第２フィルタ１６０に密着する。
【００４２】
　第１フィルタ１４０は、血球および血球よりも小さい成分を透過可能に構成されている
。血球および血球よりも小さい回収対象の微生物を含む全血などの液体試料を第１フィル
タ１４０で濾過した場合、微生物は血球よりも先に透過する。なお、微生物のうちの少な
くとも一部が血球よりも先に第１フィルタ１４０を透過すればよく、血球の一部が微生物
の一部よりも先に第１フィルタ１４０を透過してもよい。
【００４３】
　第１フィルタ１４０は、血球および血球よりも小さい成分を透過可能に構成されており
、かつ、微生物を血球よりも先に透過させる性質を有するものであればよく、表面濾過用
のフィルタであっても、深層濾過用のフィルタであってもよい。
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【００４４】
　第１フィルタ１４０は、血球を三次元的に、かつ一時的に捕捉する機構を有する。血球
を一時的に捕捉する機構を有するフィルタとしては、具体的には、深層濾過用のフィルタ
などが挙げられる。第１フィルタ１４０は、血球を三次元的に、かつ一時的に捕捉しつつ
も、血球に対して推進力をかけ続けた場合に、当該経路を血球が抜けて、血球が第１フィ
ルタ１４０を透過する程度の径の経路を有する。
【００４５】
　血球の成分は、主に、白血球と赤血球とから構成されている。白血球は、粒子径が１０
～１５μｍ程度と、比較的大きい粒子である。赤血球は、粒子径が７～８μｍ程度である
。血液中において、白血球および赤血球のうち、赤血球の数が最も多い。そのため、第１
フィルタ１４０の経路は、好ましくは、白血球、および赤血球のうち、少なくとも赤血球
を三次元的に、かつ一時的に捕捉しつつ、透過させることのできる程度の径を有している
ことが好ましい。具体的には、第１フィルタ１４０は、少なくとも、７μｍより大きい径
の経路を有している。また、他の観点から、第１フィルタ１４０は、粒子保持能が２．７
μｍである。
【００４６】
　なお、第１フィルタ１４０は、血液中に含まれる粒子径が２μｍ程度の血小板を三次元
的にかつ、一時的に捕捉できるような大きさの孔を有していてもよい。
【００４７】
　深層濾過用のフィルタは、たとえば、繊維状の素材を押し固めて作られるデプスフィル
タ、または多孔質構造を有する多孔質膜である。
【００４８】
　第１フィルタ１４０の材質は、ガラス、樹脂、金属、セラミックス等のいかなる材料に
より構成されていてもよい。血球が吸着し、吸着した血球により経路が塞がれてしまうこ
とを考慮すると、第１フィルタ１４０の材質は、血球を吸着したとしても脱着するもので
ある。たとえば、第１フィルタ１４０は、ガラス繊維フィルタ、またはセルロースフィル
タである。
【００４９】
　第２フィルタ１６０は、血球をサイズ選択的に捕捉し、かつ、微生物をサイズ選択的に
透過させる。具体的には、第２フィルタ１６０は、血球よりも小さく、微生物よりも大き
い径の孔を有する。たとえば、第２フィルタ１６０のフィルタ径は、血球のうち、少なく
とも赤血球の大きさ以上の成分を除去することが可能な大きさの径であって、たとえば、
２μｍ以上６μｍ以下である。なお、「血球をサイズ選択的に捕捉し、かつ、微生物をサ
イズ選択的に透過させる」とは、血球が濾材の孔に捕捉されるのに対して、微生物は濾材
の孔に捕捉されることなく透過することを意味する。なお、微生物が慣性力により直進し
、濾材に衝突して一時的に捕捉されてもよい。
【００５０】
　第２フィルタ１６０は、血球を除去できればよく、表面濾過用のフィルタであっても、
深層濾過用のフィルタであってもよい。なお、第２フィルタ１６０として表面濾過用のフ
ィルタを採用すると、深層濾過用のフィルタを用いる場合に比べて血球を確実に除去する
ことができ、濾液に血球が混入する可能性を下げることができる。
【００５１】
　第２フィルタ１６０の材質としては、例えば、ポリエーテルスルホン、セルロース混合
エステル、酢酸セルロース、ニトロセルロース、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）、ポリカーボネート等が挙げられる。
【００５２】
　＜回収方法＞
　実施形態２にかかる回収装置１ａを用いた微生物回収方法について説明する。図４は、
実施形態２にかかる回収装置を用いた微生物回収方法のフローの概略を示す図である。
【００５３】
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　実施形態２にかかる回収装置１ａを用いた微生物回収方法は、血球を除去するステップ
Ｓ９０を備える点で、実施形態１にかかる回収装置１を用いた微生物回収方法（図２参照
）と異なる。
【００５４】
　濾過器２００に試料路５１２と廃液路５１４とが接続されるように第１切替器６１２と
第２切替器６１４が操作される。この状態で真空ポンプを駆動して廃液容器４２０内を減
圧すると、液体試料３００ａが吸引濾過されて、ステップＳ９０、ステップＳ１００の順
で処理される。
【００５５】
　ステップＳ１００の処理を行った後、実施形態１にかかる回収装置１を用いた微生物回
収方法と同様、流路を切り替えるステップＳ２２０、吸引を開始するステップＳ２４０の
順で処理されて、濾過器２００で濾別された微生物３４０を培地３６０と一緒に回収する
（Ｓ２００）。
【００５６】
　回収装置１ａは、血球除去装置１００ａを備えるため、微生物３４０を回収して行う検
査（測定）の障害となる血球３２０を血球除去装置１００ａで液体試料３００ａから除去
することができる。そのため、実施形態２にかかる回収装置１ａは、患者から採取した血
液をそのまま処理することができる。その結果、実施形態２にかかる回収装置１ａを利用
することで、血球を除去するための処理、血球を溶解するための処理などの前処理工程を
省略することができる。
【００５７】
　なお、回収装置１ａを用いた微生物回収方法においても、回収装置１を用いた微生物回
収方法と同様、ステップＳ１００とステップＳ２００との間で、洗浄するステップＳ１２
０を行ってもよい。
【００５８】
　＜血球除去方法＞
　図５を参照して、血球除去装置を利用した血球の除去方法（血球を除去するステップＳ
９０）について説明する。図５は、実施形態２にかかる血球除去装置内の第１フィルタお
よび第２フィルタで液体試料を濾過した際の血球および微生物の移動を模式的に示した図
である。
【００５９】
　図５においては、血球３２０および微生物３４０を含む液体試料３００ａを濾過したも
のとして説明する。微生物３４０の大きさは、血球３２０よりも小さい。微生物が菌であ
る場合、微生物３４０の大きさは１μｍ程度である。
【００６０】
　血球３２０および微生物３４０を含む液体試料３００ａは、たとえば、患者から採取し
た血液を培養した後の試料である。なお、液体試料３００ａは、血液を別の溶液で希釈し
たものであってもよい。
【００６１】
　図５中のグラフは、膜（第１フィルタ１４０および第２フィルタ１６０）の厚み方向の
濃度分布の一例を示す。実線で示したグラフは、血球の濃度分布を示す。破線で示したグ
ラフは、微生物の濃度分布を示す。図５中、一部、符号を省略している。
【００６２】
　図５中の（１）は、濾過前のタイミングの状態を示す。図５中の（２）および（３）は
、濾過途中のタイミングの状態を示す。図５中の（４）は、濾過後の状態を示す。すなわ
ち、液体試料３００ａを血球除去装置１００ａによって濾過した場合、血球除去装置１０
０ａ内の状態は、図５中の（１）～（４）の順で経時的に変化することとなる。
【００６３】
　図５中の（１）に示すように、濾過前において、血球３２０および微生物３４０は、い
ずれも、液体試料３００ａ中に分散している。
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【００６４】
　吸引されて濾過が始まると、液体試料３００ａは、まず、第１フィルタ１４０を透過す
る。このとき、血球３２０は、第１フィルタ１４０の経路内で濾材に衝突して一時的に捕
捉される。これに対して、血球３２０よりも小さい微生物３４０は、血球３２０に比べて
第１フィルタ１４０の経路内で一時的に捕捉されにくい。そのため、第１フィルタ１４０
を用いた第１濾過において、微生物３４０にかかる濾過抵抗は、血球３２０にかかる濾過
抵抗よりも小さくなる。すなわち、第１フィルタ１４０の微生物３４０に対する濾過抵抗
は、血球３２０に対する濾過抵抗よりも小さい。その結果、図５中の（２）および（３）
に示すように、時間が経過するごとに、液体試料３００ａ中で血球３２０と微生物３４０
とが徐々に分離し、液体試料３００ａの移動方向に対して血球３２０よりも微生物３４０
が先行することとなる。
【００６５】
　図５中の（３）に示すように、第１フィルタ１４０と第２フィルタ１６０とが重ねて配
置されており、液体試料３００ａを第１フィルタ１４０で濾過することで液体試料３００
ａの移動方向に対して血球３２０よりも微生物３４０が先行することになるため、微生物
３４０が血球３２０よりも先に第２フィルタ１６０に到達する。
【００６６】
　そして、液体試料３００ａの移動方向に対して血球３２０よりも微生物３４０の方が先
行しており、第１フィルタ１４０に血球３２０が残った状態で液体試料３００ａを第２フ
ィルタ１６０を用いた第２濾過を行い、微生物３４０をサイズ選択的に透過させることで
、図５中の（４）に示すように、微生物３４０を残しつつ血球３２０が除去された濾液を
得られる。
【００６７】
　以上のように、血球除去装置１００ａを利用して液体試料３００ａを濾過することで、
微生物３４０に対する濾過抵抗が、血球３２０に対する濾過抵抗よりも小さい第１フィル
タ１４０を用いた第１濾過を液体試料３００ａに対して行い、これにより血球３２０に対
して微生物３４０を先行させるステップ（Ｓ９２）と、第１フィルタ１４０に血球３２０
が残った状態で第２フィルタ１６０を用いたで第２濾過を行って微生物３４０をサイズ選
択的に透過させ、これにより液体試料３００ａから血球３２０が除去された濾液を得るス
テップ（Ｓ９４）とを含む血球を除去するステップ（Ｓ９０）が実現される。
【００６８】
　第１フィルタ１４０が、デプスフィルタ等の深層濾過用のフィルタである場合、第１濾
過においては深層濾過がされる。また、第２フィルタ１６０がメンブレンフィルタ等の表
面濾過用のフィルタである場合、第２濾過においては表面濾過がされる。
【００６９】
　第１フィルタ１４０を設けることなく、第２フィルタ１６０で血液のような液体試料を
濾過した場合、微生物３４０が第２フィルタ１６０を透過する前に、第２フィルタ１６０
上に血球３２０が堆積して目詰まりを起こしてしまう。そのため、第２フィルタ１６０だ
けで血液のような液体試料を濾過した場合、微生物３４０の回収効率は高くない。
【００７０】
　第１フィルタ１４０で液体試料３００ａを濾過することで液体試料３００ａの移動方向
に対して血球３２０よりも微生物３４０の方が先行した状態を作りだす。液体試料３００
ａの移動方向に対して血球３２０よりも微生物３４０の方が先行した状態で液体試料３０
０ａを第２フィルタ１６０で濾過することで、第２フィルタ１６０上に血球３２０が堆積
して目詰まりが起こる前に微生物３４０が第２フィルタ１６０を透過することになる。そ
の結果、液体試料３００ａ中の微生物３４０を効率的に回収しつつ、血球３２０を除去す
ることができる。
【００７１】
　なお、第１フィルタ１４０の厚みは、たとえば、血球３２０の膜透過速度と微生物３４
０の膜透過速度との差に応じて設計され、微生物３４０が第２フィルタ１６０を透過して
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から第２フィルタ１６０上に血球３２０が堆積するように血球３２０と微生物３４０とを
分離させることができる厚みであればよい。たとえば、第１フィルタ１４０は、１．３ｍ
ｍ以上の厚みを有する。
【００７２】
　なお、液体試料３００ａの全量を濾過し終わったタイミングで、血球３２０が第２フィ
ルタ１６０に到達していないような構成であってもよく、また、血球３２０の全部または
一部が到達しているような構成であってもよい。第１フィルタ１４０で第１濾過を液体試
料３００ａに行うことで、血球３２０よりも微生物３４０を先行させた状態を作りだし、
その状態のまま、微生物３４０をサイズ選択的に透過させることで、第２濾過中に目詰ま
りを起こすことなく、血球が除去された濾液を得られればよい。
【００７３】
　以上のように、実施形態２にかかる回収装置１ａにおいては、微生物３４０が血球３２
０よりも先に第２フィルタ１６０を透過するため、血球３２０により第２フィルタ１６０
が目詰まりを起こす前に微生物３４０を透過させることができ、濾液内に効率的に微生物
を残すことができる。また、回収装置１ａにおいては、濾液内に効率的に微生物を残しつ
つ、その濾液から濾過器２００で微生物３４０を濾別し、濾別された微生物を培地３６０
で直接回収するため、微生物３４０の回収効率を良くすることができる。このように、微
生物の回収効率をよくすることで、回収した微生物を培養して所定の数まで育てるまでに
必要な時間を短縮することができる。
【００７４】
　［実施形態３］
　＜回収装置の構成＞
　図６は、実施形態３にかかる回収装置の全体構成を模式的に示す図である。実施形態３
にかかる回収装置１ｂは、洗浄液３８０を受ける洗浄容器４８０、洗浄路５２０、および
第３切替器６１６を備える点で、実施形態２にかかる回収装置１ａと異なる。以下、回収
装置１ｂについて、回収装置１ａと異なる点を中心に説明する。
【００７５】
　第１切替器６１２には、試料路５１２にかえて第３切替器６１６が接続されている。第
３切替器６１６には、第１切替器６１２に加えて、試料路５１２と、洗浄容器４８０に延
びる洗浄路５２０とが接続されている。
【００７６】
　第１切替器６１２を操作することで、濾過器２００の流入口２０２に流体的に接続され
る流路を、第３切替器６１６を介して流体的に接続される流路、または回収路５１８に切
り替え可能である。第３切替器６１６を操作することで、第１切替器６１２と流体的に接
続される流路を試料路５１２または洗浄路５２０に切り替え可能である。
【００７７】
　第３切替器６１６は、たとえば、三方活栓等である。なお、第３切替器６１６は、手動
の操作を必要とする切替器であっても、電動式の切替器であってもよい。また、第１切替
器６１２と第３切替器６１６とを一つの切替器で実現してもよい。
【００７８】
　第１切替器６１２および第３切替器６１６を操作することで、濾過器２００の流入口２
０２に流体的に接続される流路を試料路５１２、回収路５１８、または洗浄路５２０に切
り替え可能である。
【００７９】
　実施形態３において、試料路５１２と流入口２０２とが第３切替器６１６および第１切
替器６１２を介して流体が流れるように接続され、かつ、排出口２０４と廃液路５１４と
が第２切替器６１４を介して流体が流れるように接続されて形成される流路が、「第１流
路」に相当する。
【００８０】
　回収路５１８と流入口２０２とが第１切替器６１２を介して流体が流れるように接続さ



(13) JP 2021-65225 A 2021.4.30

10

20

30

40

50

れ、かつ、排出口２０４と培地路５１６とが第２切替器６１４を介して流体が流れるよう
に接続されて形成される流路が、「第２流路」に相当する。
【００８１】
　洗浄路５２０と流入口２０２とが第３切替器６１６および第１切替器６１２を介して流
体が流れるように接続され、かつ、排出口２０４と廃液路５１４とが第２切替器６１４を
介して流体が流れるように接続されて形成される流路が、「第３流路」に相当する。
【００８２】
　第１切替器６１２、第２切替器６１４および第３切替器６１６を操作することで回収装
置１に形成される流路を第１流路、第２流路、または第３流路に切り替えることができる
。
【００８３】
　＜回収方法＞
　実施形態３にかかる回収装置１ｂを用いた微生物回収方法について説明する。図７は、
実施形態３にかかる回収装置を用いた微生物回収方法のフローの概略を示す図である。
【００８４】
　実施形態３にかかる回収装置１ｂを用いた微生物回収方法は、洗浄するステップＳ１２
０にかえて、洗浄ステップＳ１２０’を備える点で実施形態２にかかる回収装置１を用い
た微生物回収方法（図５参照）と異なる。
【００８５】
　液体試料３００ａを全量濾過して、血球を除去するステップＳ９０および微生物を濾別
するステップＳ１００を行った後、洗浄するステップＳ１２０’が行われる。洗浄するス
テップＳ１２０’は、流路を切り替えるステップＳ１２２と、吸引を開始するステップＳ
１２４とを含む。
【００８６】
　ステップＳ１２２においては、第３切替器６１６が操作されて、第１切替器６１２を介
して濾過器２００の流入口２０２に接続される流路が試料路５１２から洗浄路５２０に切
り替わる。これにより、洗浄容器４８０内の洗浄液３８０を濾過器２００に流すことがで
きる。
【００８７】
　ステップＳ１２４は、ステップＳ１２２の後行われ、真空ポンプを駆動して廃液容器４
２０内を減圧する。これにより、洗浄液３８０が洗浄路５２０から廃液路５１４に向けて
流れ、濾別フィルタ２２０が洗浄液３８０によって洗浄される。
【００８８】
　濾別フィルタ２２０を洗浄することで、濾別フィルタ２２０に付着している微生物３４
０よりも小さい物質や、濾別フィルタ２２０上に堆積している微生物３４０間に詰まって
いる物質などを洗浄により取り除くことができる。その結果、培地３６０を流したときに
このような物質が混ざってしまうことを防止することができ、微生物３４０を高純度で回
収することができる。
【００８９】
　また、回収装置１ｂにおいては、第３切替器６１６を操作して濾過器２００に接続され
る流路を切り替えるだけで洗浄工程が実現されるため、操作が容易である。なお、実施形
態３において、血球除去装置１００ａの代わりに実施形態１にかかる試料容器１００を用
いてもよい。
【００９０】
　＜変形例＞
　実施形態１～実施形態３においては、濾過器２００と各流路との間に三方活栓等の切替
器を設けることで、「第１流路」、「第２流路」、「第３流路」を切り替える例を示した
が、流路を切り替える方法、すなわち、流体の流れ方を制御する方法はこれに限定されな
い。たとえば、一部の流路に逆止弁を設けることで流体の流れ方を制御してもよい。具体
的には、回収装置１，１ａにおいては、試料路５１２に逆止弁を設けて濾過器２００から
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液体試料３００，３００ａを受ける試料容器に向けての流入を防ぐことで、濾過器２００
から回収路５１８に向けて培地３６０が流れるように制御してもよい。回収装置１ｂにお
いては、試料路５１２および洗浄路５２０に逆止弁を設けて濾過器２００から血球除去装
置１００ａおよび洗浄路５２０に向けての流入を防ぐことで、濾過器２００から回収路５
１８に向けて培地３６０が流れるように制御してもよい。また、回収装置１，１ａ，１ｂ
においては、培地路５１６に逆止弁を設けて濾過器２００から培地路５１６に向けて濾液
が流入することを防ぐことで、濾過器２００から廃液路５１４に向けて濾液が流れるよう
に制御してもよい。
【００９１】
　実施形態１～実施形態３を例に説明した微生物の回収方法は、回収装置１，１ａ，１ｂ
に限定されるものではない。濾過器２００に対して培地３６０を流す際に、液体試料３０
０，３００ａを流す方向と逆向きに流すことができれば、実現方法は、回収装置１，１ａ
，１ｂに示す装置を用いた方法に限定されない。
【００９２】
　すなわち、実施形態１～実施形態３に示した各回収装置１，１ａ，１ｂの構成は一例で
あって、各部品（容器および装置）の配置の仕方は、各回収装置１，１ａ，１ｂに示した
構成に限定されるものではない。
【００９３】
　実施形態１～実施形態３においては、廃液容器４２０内を減圧することで、微生物３４
０を濾過器２００を用いて濾別したり、液体試料３００ａを第１フィルタ１４０および第
２フィルタ１６０で濾過したり、あるいは、洗浄液３８０を濾過器２００内に流す例を示
した。なお、液体を回収装置１，１ａ，１ｂ内に流す方法は、出口側（二次側）を減圧す
る方法に限られず、たとえば、入り口側（一時側）を加圧することで実現してもよく、ま
た、出口側（二次側）を減圧し、かつ入り口側（一次側）を加圧することで実現してもよ
い。
【００９４】
　同様に、培地３６０を濾過器２００内に流す方法は、吸引ボックス４６２内を減圧する
方法に限られず、培地容器４４０側から加圧する方法であってもよく、また、回収容器４
６０側を減圧し、かつ培地容器４４０側から加圧する方法であってもよい。
【００９５】
　実施形態１～実施形態３においては、回収容器４６０が吸引ボックス４６２内に配置さ
れている例を示した。なお、回収容器４６０に吸引ボックス４６２の機能を持たせて、吸
引ボックス４６２の機能と回収容器４６０の機能とを一つの装置で実現してもよい。
【００９６】
　上記実施形態２，３において、第１フィルタ１４０と第２フィルタ１６０とは重ねて配
置されているとしたが、これに限られない。たとえば、第１フィルタ１４０と第２フィル
タ１６０とを密着させて血球除去装置１００ａ内に配置してもよい。また、第１フィルタ
１４０と第２フィルタ１６０とが一体で成形されていてもよい。また、第１フィルタ１４
０と第２フィルタ１６０とは重ねて配置されていなくとも、第２フィルタ１６０上に血球
３２０が堆積して目詰まりが起こる前に微生物３４０が第２フィルタ１６０を透過できる
ような構成であればよく、第１フィルタ１４０と第２フィルタ１６０との間に隙間を設け
られていてもよい。
【００９７】
　上記実施形態１～実施形態３においては、微生物３４０を回収するための液体（回収液
）を培地３６０（液体培地）としたが、微生物３４０を回収するための液体は、培地３６
０に限られない。回収液は、回収後の操作に応じて選択可能であって、たとえば、回収対
象の微生物３４０を死滅させることのないｐＨに調整された緩衝液であってもよい。
【００９８】
　［実施形態４］
　＜回収装置の構成＞
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　図８は、実施形態４にかかる回収装置の概略斜視図である。図９は、実施形態４にかか
る回収装置の全体構成を模式的に示す図である。実施形態４にかかる回収装置１ｃは、筐
体１０、収容体２０、吸引路５２２、第１コネクタ７２０、および第２コネクタ７４０を
さらに備える点で実施形態３にかかる回収装置１ｂと異なる。さらに、実施形態４にかか
る回収装置１ｃは、血球除去装置１００ａにかえて血球除去装置１００ｃを備え、第１切
替器６１２、第２切替器６１４、および第３切替器６１６にかえて第１切替器６１２ａ，
６１２ｂ，６１２ｃ、および第２切替器６１４ａ，６１４ｂを備え、廃液容器４２０およ
び吸引ボックス４６２にかえて廃液容器４２０ａを備える点で実施形態３にかかる回収装
置１ｂと異なる。
【００９９】
　図８を参照して、回収装置１ｃは、筐体１０と収容体２０とを備える。図８に示す例で
は、４つの回収装置１ｃが一体となった装置が開示されており、一部、符号を省略してい
る。
【０１００】
　図９を参照して、回収装置１ｃは、血球除去装置１００ｃと、濾過器２００と、廃液容
器４２０ａと、培地容器４４０と、回収容器４６０と、洗浄容器４８０と、第１切替器６
１２ａ，６１２ｂ，６１２ｃと、第２切替器６１４ａ，６１４ｂとを備える。
【０１０１】
　図１０および図１１を参照して後述するものの、血球除去装置１００ｃ、濾過器２００
、廃液容器４２０ａ、培地容器４４０、洗浄容器４８０、および各容器を接続する流路は
、筐体１０内に収容される。また、回収容器４６０は、筐体１０に着脱可能に支持される
。すなわち、筐体１０には、液体試料３００ａ等によって汚染され、繰り返し利用しにく
い部品が配置されている。
【０１０２】
　図１３を参照して後述するものの、第１切替器６１２ａ，６１２ｂ，６１２ｃ、第２切
替器６１４ａ，６１４ｂ、真空ポンプ、および真空ポンプに接続されている吸引チューブ
４２４ａは、収容体２０に配置される。すなわち、収容体２０には、微生物の回収を自動
化するにあたり、ＣＰＵ（Central Processing Unit）等を含むコントローラに制御され
る部品が配置されている。
【０１０３】
　図９に示す実施形態４にかかる血球除去装置１００ｃは、液体試料３００ａを受ける容
器１１０ａと、第１フィルタ１４０および第２フィルタ１６０が配置された濾過器１２０
ａとを含む。容器１１０ａと濾過器１２０ａとは連結されている。
【０１０４】
　濾過器２００から延びる流入口２０２には、第１コネクタ７２０を介して、血球除去装
置１００ｃに延びる試料路５１２と、回収容器４６０に延びる回収路５１８と、洗浄容器
４８０に延びる洗浄路５２０とが接続されている。
【０１０５】
　なお、試料路５１２と流入口２０２との合流点（第１コネクタ７２０との接続点）は、
洗浄路５２０と流入口２０２との合流点（第１コネクタ７２０との接続点）よりも濾過器
２００側に位置していることが好ましい。このように構成することで、洗浄液３８０を流
したときに、第１コネクタ７２０内に残った液体試料３００ａ（血球除去後の液体試料３
００ａ）を十分に洗い流すことができ、培地３６０へのコンタミネーションの発生を防止
できる。
【０１０６】
　なお、回収路５１８と流入口２０２との合流点（第１コネクタ７２０との接続点）を洗
浄路５２０と流入口２０２との合流点（第１コネクタ７２０との接続点）よりに濾過器２
００側に位置するようにしてもよい。このように構成することで、液体試料３００ａ（血
球除去後の液体試料３００ａ）が通った流路のうち、少なくとも洗浄液３８０が通った流
路を培地３６０が通過することになるため、培地３６０へのコンタミネーションの発生を
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防止できる。
【０１０７】
　濾過器２００から延びる排出口２０４には、第２コネクタ７４０を介して、廃液容器４
２０ａに延びる廃液路５１４と、培地容器４４０に延びる培地路５１６とが接続されてい
る。
【０１０８】
　第１コネクタ７２０および第２コネクタ７４０は、流路を切り替える機能は備えておら
ず、流路を分岐するための機能を有しているに過ぎない。なお、流入口２０２および排出
口２０４は、本願発明の第１開口部および第２開口部の具体化例である。なお、第１開口
部および第２開口部から延びる流路を分岐できればよく、分岐の方法は、第１コネクタ７
２０および第２コネクタ７４０を設ける方法に限られない。
【０１０９】
　実施形態４にかかる第１切替器６１２ａ，６１２ｂ，６１２ｃ、および第２切替器６１
４ａ，６１４ｂは、いずれも、流路を構成する管を挟み込んで圧迫することで、流路を遮
断するように構成されており、たとえば、ピンチバルブである。第１切替器６１２ａ，６
１２ｂ，６１２ｃ、および第２切替器６１４ａ，６１４ｂは、流路に加える外圧を調整す
ることで、流路を遮断したり、流路を開放したりする。
【０１１０】
　第１切替器６１２ａは、筐体１０を収容体２０に取り付けたときに、試料路５１２を挟
み込むように収容体２０に配置されている。第１切替器６１２ａは、試料路５１２を圧迫
することで試料路５１２を遮断して、血球除去装置１００ｃと流入口２０２との流体的な
接続を遮断する。一方、第１切替器６１２ａは、試料路５１２への圧迫を解くことで試料
路５１２を開放して、血球除去装置１００ｃと流入口２０２とを流体的に接続させる。
【０１１１】
　第１切替器６１２ｂは、筐体１０を収容体２０に取り付けたときに、回収路５１８を挟
み込むように収容体２０に配置されている。第１切替器６１２ｂは、回収路５１８を圧迫
することで回収路５１８を遮断して、回収容器４６０と流入口２０２との流体的な接続を
遮断する。一方、第１切替器６１２ｂは、回収路５１８への圧迫を解くことで回収路５１
８を開放して、回収容器４６０と流入口２０２とを流体的に接続させる。
【０１１２】
　第１切替器６１２ｃは、筐体１０を収容体２０に取り付けたときに、洗浄路５２０を挟
み込むように収容体２０に配置されている。第１切替器６１２ｃは、洗浄路５２０を圧迫
することで洗浄路５２０を遮断し、洗浄容器４８０と流入口２０２との流体的な接続を遮
断する。一方、第１切替器６１２ｃは、洗浄路５２０への圧迫を解くことで洗浄路５２０
を開放して、洗浄容器４８０と流入口２０２とを流体的に接続させる。
【０１１３】
　第２切替器６１４ａは、筐体１０を収容体２０に取り付けたときに、廃液路５１４を挟
み込むように収容体２０に配置されている。第２切替器６１４ａは、廃液路５１４を圧迫
することで廃液路５１４を遮断し、廃液容器４２０ａと排出口２０４との流体的な接続を
遮断する。一方、第２切替器６１４ａは、廃液路５１４への圧迫を解くことで廃液路５１
４を開放して、廃液容器４２０ａと排出口２０４とを流体的に接続させる。
【０１１４】
　第２切替器６１４ｂは、筐体１０を収容体２０に取り付けたときに、培地路５１６を挟
み込むように収容体２０に配置されている。第２切替器６１４ｂは、培地路５１６を圧迫
することで培地路５１６を遮断し、培地容器４４０と排出口２０４との流体的な接続を遮
断する。一方、第２切替器６１４ｂは、培地路５１６への圧迫を解くことで培地容器４４
０と排出口２０４とを流体的に接続させる。
【０１１５】
　なお、以下では、流路を開放することを切替器を開放すると称し、流路を遮断すること
を切替器を遮断すると称することがある。
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【０１１６】
　第１切替器６１２ａおよび第２切替器６１４ａを開放し、第１切替器６１２ｂ、６１２
ｃ、および第２切替器６１４ｂを遮断することで、試料路５１２と流入口２０２とが流体
的に接続され、かつ、排出口２０４と廃液路５１４とが流体的に接続される。そして、こ
のように接続されて形成される流路が、「第１流路」に相当する。
【０１１７】
　第１切替器６１２ｂおよび第２切替器６１４ｂを開放し、第１切替器６１２ａ、６１２
ｃ、および第２切替器６１４ａを遮断することで、回収路５１８と流入口２０２とが流体
的に接続され、かつ、排出口２０４と培地路５１６とが流体的に接続される。そして、こ
のように接続されて形成される流路が、「第２流路」に相当する。
【０１１８】
　第１切替器６１２ｃおよび第２切替器６１４ａを開放し、第１切替器６１２ａ、６１２
ｂ、および第２切替器６１４ｂを遮断することで、洗浄路５２０と流入口２０２とが流体
的に接続され、かつ、排出口２０４と廃液路５１４とが流体的に接続される。そして、こ
のように接続されて形成される流路が、「第３流路」に相当する。
【０１１９】
　以上のように、実施形態４にかかる回収装置１ｃは、第１切替器６１２ａ，６１２ｂ，
６１２ｃ、および第２切替器６１４ａ，６１４ｂのそれぞれが挟み込んでいる管を圧迫し
たり、あるいは、圧迫を開放したりすることで、第１流路、第２流路、第３流路の切り替
えを行う。
【０１２０】
　また、実施形態４において、廃液容器４２０ａは、廃液を受ける廃液容器および回収容
器４６０内を減圧するための吸引ボックスとして機能する。より具体的には、廃液容器４
２０ａには、排出口２０４が接続された第２コネクタ７４０から延びる廃液路５１４と、
回収容器４６０から延びる吸引路５２２とが接続されている。「第１流路」または「第３
流路」が形成された状態で廃液容器４２０ａ内を減圧することで、排出口２０４から排出
された濾液（廃液）は、廃液容器４２０ａ内に収容される。一方、「第２経路」が形成さ
れた状態で、廃液容器４２０ａ内を減圧することで、培地容器４４０内の培地３６０は、
培地路５１６、第２コネクタ７４０、排出口２０４、濾過器２００、流入口２０２、第１
コネクタ７２０、回収路５１８を順に通って回収容器４６０内に収容される。
【０１２１】
　＜筐体の構成＞
　図１０は、図８に示した筐体の概略斜視図である。図１１は、図１０に示した筐体から
カバーを外した状態を示す概略斜視図である。図１２は、図１０に示した筐体の概略背面
図である。なお、図１０には、カバー１４によって隠れている一部分を破線で示している
。また、図１１には、図示を簡略化するため、各容器および濾過器を繋ぐ流路については
、記載を省略している。
【０１２２】
　図１０を参照して、筐体１０は、本体１２と本体１２に取り付けられるカバー１４とを
含む。カバー１４には、開口部１４２と、液体試料３００ａを入れるための注入口１４４
とが形成されている。
【０１２３】
　筐体１０には、開口部１４２と対向する位置に接続部４６６（図１１参照）が配置され
ている。接続部４６６には、第１コネクタ７２０から延びる回収路５１８および廃液容器
４２０ａから延びる吸引路５２２が固定されている。
【０１２４】
　回収容器４６０は、一端が開口しており、接続部４６６に着脱可能に構成されている。
回収容器４６０は、開口部１４２を通して筐体１０に挿入可能な大きさを有しており、開
口部１４２を通して筐体１０に配置されている接続部４６６に取り付けたり、あるいは、
接続部４６６から取り外したりできる。これにより、回収容器４６０は、筐体１０に着脱
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可能に支持される。
【０１２５】
　また、筐体１０には、カバー１４に形成された注入口１４４と対向する位置に血球除去
装置１００ｃの容器１１０ａが配置されている。そのため、注入口１４４から液体試料３
００ａを入れると、注入された液体試料３００ａを容器１１０ａが受けることとなる。
【０１２６】
　図１０および図１１に示すように、回収容器４６０の少なくとも一部は、筐体１０から
露出している。一方、血球除去装置１００ｃ、濾過器２００、廃液容器４２０ａ、培地容
器４４０、洗浄容器４８０（図示を省略）、およびこれらの各部を繋ぐ流路は、すべて、
筐体１０内に収容される。そのため、人の手が触れる箇所を必要最小限に抑えることがで
き、コンタミネーションが生じにくく、また、液体試料３００ａからの感染を防ぐことが
できる。
【０１２７】
　図１１を参照して、本体１２には、血球除去装置１００ｃ、濾過器２００、廃液容器４
２０ａ、培地容器４４０、洗浄容器４８０、および接続部４６６が配置されている。
【０１２８】
　図１２を参照して、本体１２の背面には、５つの開口部１２１～１２５が形成されてい
る。回収容器４６０に延びる回収路５１８は、開口部１２１を横切るように本体１２に配
置されている。洗浄容器４８０に延びる洗浄路５２０は、開口部１２２を横切るように本
体１２に配置されている。血球除去装置１００ｃに延びる試料路５１２は、開口部１２３
を横切るように本体１２に配置されている。培地容器４４０に延びる培地路５１６は、開
口部１２４を横切るように本体１２に配置されている。廃液容器４２０ａに延びる廃液路
５１４は、開口部１２５を横切るように本体１２に配置されている。
【０１２９】
　回収路５１８、洗浄路５２０、試料路５１２、培地路５１６、廃液路５１４のうち、少
なくとも、各開口部１２１～１２５を横切る部分は、可塑性を有する管によって構成され
ている。
【０１３０】
　＜収容体の構成＞
　図１３は、図８に示した収容体を示す概略斜視図である。図１３を参照して、収容体２
０には、第１切替器６１２ａ，６１２ｂ，６１２ｃ、第２切替器６１４ａ，６１４ｂ、お
よび吸引チューブ４２４ａが配置されている。また、収容体２０には、図示していないも
のの、第１切替器６１２ａ，６１２ｂ，６１２ｃ、第２切替器６１４ａ，６１４ｂ、およ
び吸引チューブ４２４ａに接続された吸引ポンプ（真空ポンプ）の各々を制御するための
コントローラが設けられている。なお、４つの回収装置１ｃに対して１つのコントローラ
を設けるように構成してもよく、また、４つの回収装置１ｃのそれぞれに対してコントロ
ーラを設けるように構成してもよい。
【０１３１】
　第１切替器６１２ａ，６１２ｂ，６１２ｃ、および第２切替器６１４ａ，６１４ｂは、
収容体２０に筐体１０を取り付けたときに、開口部１２１～１２５が形成されている本体
１２の背面と対向する面に配置されている。
【０１３２】
　より具体的には、第１切替器６１２ｂは、収容体２０に筐体１０を取り付けたときに、
開口部１２１と対向する位置に配置されている。第１切替器６１２ｃは、収容体２０に筐
体１０を取り付けたときに、開口部１２２と対向する位置に配置されている。第１切替器
６１２ａは、収容体２０に筐体１０を取り付けたときに、開口部１２３と対向する位置に
配置されている。第２切替器６１４ｂは、収容体２０に筐体１０を取り付けたときに、開
口部１２４と対向する位置に配置されている。第２切替器６１４ａは、収容体２０に筐体
１０を取り付けたときに、開口部１２５と対向する位置に配置されている。
【０１３３】
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　このように配置されていることで、収容体２０に筐体１０を取り付けたときに、第１切
替器６１２ｂによって開口部１２１を横切る回収路５１８が挟み込まれる。同様に、第１
切替器６１２ｃによって開口部１２２を横切る洗浄路５２０が挟み込まれる。第１切替器
６１２ａによって開口部１２３を横切る試料路５１２が挟み込まれる。第２切替器６１４
ｂによって開口部１２４を横切る培地路５１６が挟み込まれる。第２切替器６１４ａによ
って開口部１２５を横切る廃液路５１４が挟み込まれる。
【０１３４】
　以上のように収容体２０および筐体１０が構成されていることで、収容体２０に筐体１
０を取り付けたときに、図９に示すように、各流路に所望の切替器が取り付けられること
になる。
【０１３５】
　また、吸引チューブ４２４ａは、収容体２０に筐体１０を取り付けたときに、筐体１０
に収容された廃液容器４２０ａの吸引部４２２ａが位置する面（底面）と対向する位置に
設けられている。これにより、収容体２０に筐体１０を取り付けたときに、吸引チューブ
４２４ａを吸引部４２２ａに取り付けることができる。
【０１３６】
　流路を切り替えるための切替器（第１切替器６１２ａ，６１２ｂ，６１２ｃ、第２切替
器６１４ａ，６１４ｂ）は、微生物の回収を自動化するにあたり、コントローラによる制
御が必要である。一方、切替器によって切り替えられる各流路は、液体試料３００ａ等に
よって汚染され、繰り返し利用しにくく、使用の度に廃棄されることが好ましい。
【０１３７】
　そのため、切替器と流路とを一体で形成した場合、流路と合わせて切替器も廃棄する必
要があり、複数回利用する場合に、切替器とコントローラとの接続とを都度行う必要が生
じる、またはコストがかさむ等の課題が生じる。
【０１３８】
　実施形態４にかかる回収装置１ｃは、流路を切り替えるための切替器（第１切替器６１
２ａ，６１２ｂ，６１２ｃ、第２切替器６１４ａ，６１４ｂ）が、ピンチバルブのように
、流路を外から挟み込むように構成されている。そのため、切替器と流路とを別体にする
ことができる。これにより、微生物の回収を自動化するにあたり、コントローラによる制
御が求められる部品と、液体試料３００ａ等によって汚染される部品とを分けることがで
き、複数回利用するにあたってのユーザビリティが向上する。
【０１３９】
　また、実施形態４にかかる回収装置１ｃは、流路を切り替えるための各切替器が、収容
体２０に筐体１０を取り付けたときに、対応する流路に取り付けられるように、収容体２
０に配置されている。そのため、ユーザは、再利用のできない筐体１０を収容体２０に取
り付けたり、取り外したりするだけで、回収装置１ｃを利用することができる。
【０１４０】
　なお、実施形態４にかかる回収装置１ｃは、洗浄する工程を含む微生物回収方法を実現
することを前提にしているものの、たとえば、洗浄する工程が必要ない場合、洗浄容器４
８０および洗浄路５２０を備えていなくともよい。また、洗浄工程は、第１流路が形成さ
れた状態で注入口１４４から洗浄液３８０を入れることで実現してもよい。
【０１４１】
　また、実施形態４にかかる回収装置１ｃは、第１フィルタ１４０および第２フィルタ１
６０を備える血球除去装置１００ｃを備え、血球を含む液体試料３００ａを処理すること
を前提とした。なお、上記実施形態１と同様、実施形態４にかかる回収装置１ｃは、血球
等を含まない液体試料３００を処理する装置としても機能する。なお、この場合、回収装
置１ｃは、血球除去装置１００ｃに代えて試料容器１００を備えていてもよい。
【０１４２】
　また、実施形態４にかかる回収装置１ｃは、遮断／開放する各流路に１つずつ切替器を
接続するものとした。なお、切替器の数と、遮断／開放する流路の数とは、必ずしも一致
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している必要はなく、たとえば、切替器の位置を移動させるように構成することで、必要
な切替器の数を削減するようにしてもよい。また、切替器の一部を逆止弁で構成すること
で、圧迫によって遮断／開放を行う切替器の数を削減してもよい。
【０１４３】
　また、実施形態４にかかる回収装置１ｃにおいて、血球除去装置１００ｃ、濾過器２０
０、廃液容器４２０ａ、培地容器４４０、洗浄容器４８０、およびこれらの各部を繋ぐ流
路のすべてが筐体１０内に収容されているものとした。なお、各部を繋ぐ流路のうち、少
なくとも、各切替器が取り付けられる部分（管）だけが筐体１０内に配置されていればよ
い。また、廃液容器４２０ａ、培地容器４４０、および洗浄容器４８０は、筐体１０に収
容されている必要はない。たとえば、廃液容器４２０ａ、培地容器４４０、および洗浄容
器４８０は、筐体１０および収容体２０とは別体で構成されていてもよい。また、廃液容
器４２０ａ、培地容器４４０、および洗浄容器４８０は、収容体２０に設けられていても
よい。
【０１４４】
　＜回収処理の一例＞
　図１４は、コントローラが実行する回収処理を示すフローチャートである。コントロー
ラは、図示していないものの、主たる構成要素として、ＣＰＵ、プログラムおよびデータ
を格納する記憶部と、通信Ｉ／Ｆ（Interface）とを有する。記憶部は、ＲＯＭ（Read　O
nly　Memory）、ＲＡＭ（Random　Access　Memory）およびＨＤＤ（Hard　Disk　Drive）
を含む。ＲＯＭは、ＣＰＵにて実行されるプログラムを格納する。ＲＡＭは、ＣＰＵにお
けるプログラムの実行により生成されるデータ、および通信Ｉ／Ｆを経由して入力された
データを一時的に格納する。ＲＡＭは、作業領域として利用される一時的なデータメモリ
として機能できる。ＨＤＤは、不揮発性の記憶装置である。また、ＨＤＤに代えて、フラ
ッシュメモリなどの半導体記憶装置を採用してもよい。
【０１４５】
　また、ＲＯＭに格納されているプログラムは、記憶媒体に格納されて、プログラムプロ
ダクトとして流通されてもよい。または、プログラムは、情報提供事業者によって、いわ
ゆるインターネットなどによりダウンロード可能なプログラムプロダクトとして提供され
てもよい。
【０１４６】
　記憶媒体は、ＤＶＤ-ＲＯＭ（Digital Versatile Disk Read Only Memory）、ＣＤ－Ｒ
ＯＭ（compact disc read-only memory）、ＦＤ（Flexible Disk）、ハードディスクに限
られず、磁気テープ、カセットテープ、光ディスク（ＭＯ（Magnetic Optical Disc）／
ＭＤ（Mini Disc）／ＤＶＤ（Digital Versatile Disc））、光カード、マスクＲＯＭ、
ＥＰＲＯＭ（Electronically Programmable Read-Only Memory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electr
onically Erasable Programmable Read-Only Memory）、フラッシュＲＯＭなどの半導体
メモリなどの固定的にプログラムを担持する媒体としてもよい。また、記録媒体は、プロ
グラムなどをコンピュータが読取可能な非一時的な媒体である。
【０１４７】
　図１４に示す回収処理は、コントローラのＣＰＵがプログラムを実行することで実現す
る処理である。また、回収処理は、収容体２０に筐体１０が取り付けられ、図示していな
いスタートスイッチなどが操作されたことに基づいて実行される。なお、回収処理によっ
て提供される機能の一部または全部は、専用のハードウェア回路（例えば、ＡＳＩＣ（Ap
plication Specific Integrated Circuit）またはＦＰＧＡ（Field-Programmable Gate A
rray）など）を用いて実装されてもよい。
【０１４８】
　Ｓ１０において、コントローラは、第１切替器６１２ａおよび第２切替器６１４ａを開
放し、第１切替器６１２ｂ，６１２ｃおよび第２切替器６１４ｂを遮断する。これにより
、第１流路が形成される。
【０１４９】
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　Ｓ１２において、コントローラは、吸引を開始する。具体的には、吸引チューブ４２４
ａに接続された真空ポンプを駆動する。これにより、図７に示した血球を除去するステッ
プ（Ｓ９０）と、微生物を濾別するステップ（Ｓ１００）とが実現される。
【０１５０】
　Ｓ１４において、コントローラは、第１切替器６１２ｃおよび第２切替器６１４ａを開
放し、第１切替器６１２ａ，６１２ｂおよび第２切替器６１４ｂを遮断する。より具体的
には、コントローラは、第１切替器６１２ｃを開放し、第１切替器６１２ａを遮断する。
これにより、第１流路から第３流路に切り替えられ、図７に示した流路を切り替えるステ
ップ（Ｓ１２２）が実現される。
【０１５１】
　Ｓ１６において、コントローラは、吸引を開始する。具体的には、吸引チューブ４２４
ａに接続された真空ポンプを駆動する。Ｓ１４およびＳ１６を実行することで、図７に示
した洗浄するステップ（Ｓ１２０’）が実現される。
【０１５２】
　Ｓ１８において、コントローラは、第１切替器６１２ｂおよび第２切替器６１４ｂを開
放し、第１切替器６１２ａ，６１２ｃおよび第２切替器６１４ａを遮断する。より具体的
には、コントローラは、第１切替器６１２ｂおよび第２切替器６１４ｂを開放し、第１切
替器６１２ｃおよび第２切替器６１４ａを遮断する。これにより、第３流路から第２流路
に切り替えられ、図７に示した流路を切り替えるステップ（Ｓ２２０）が実現される。
【０１５３】
　Ｓ２０において、コントローラは、吸引を開始した後、回収処理を終了する。具体的に
は、吸引チューブ４２４ａに接続された真空ポンプを駆動する。Ｓ１８およびＳ２０を実
行することで、図７に示した微生物を培地で回収するステップ（Ｓ２００）が実現される
。
【０１５４】
　なお、図１４に示したフローチャートには、吸引を停止する処理を省略しているものの
、コントローラは、Ｓ１２，Ｓ１６，Ｓ２０の後に、吸引を停止する処理を行っているも
のとする。
【０１５５】
　［態様］
　上述した複数の例示的な実施の形態及びその変形例は、以下の態様の具体例であること
が当業者により理解される。
【０１５６】
　（第１項）一態様に係る微生物回収方法は、濾過器を用いて液体試料から微生物を濾別
するステップと、濾過器の濾液を排出する側から濾過器の液体試料を流入させる側に向け
て回収液を流し、これにより、濾過器で濾別された微生物を回収液と一緒に回収するステ
ップとを含む。
【０１５７】
　このような構成によれば、回収液が流れる力で微生物を濾過器から分離して回収するこ
とができるため、微生物の回収の自動化を可能にする。
【０１５８】
　（第２項）第１項に記載の微生物回収方法において、回収液は、微生物の培養に用いる
ための液体培地である。
【０１５９】
　このような構成によれば、濾過器で濾別された微生物を回収液と一緒に回収したのち、
回収した溶液をそのまま培養に用いることができる。また、微生物が培養に用いる液体培
地で直接回収されるため、微生物の回収効率を良くすることができる。
【０１６０】
　（第３項）第１項または第２項に記載の微生物回収方法の微生物を回収液と一緒に回収
するステップは、濾過器の液体試料を流入させる側に接続される流路を、微生物を含む回
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収液を回収する回収容器に接続された回収路に切り替えるステップを含んでいてもよい。
【０１６１】
　このような構成によれば、流路の切り替えを行うことで回収液を回収路に向けて流すこ
とができ、流路の切り替えを自動化することで微生物の回収の自動化を可能にする。
【０１６２】
　（第４項）第１項～第３項に記載のうちいずれか１項に記載の微生物回収方法は、濾過
器の液体試料を流入させる側から濾過器の濾液を排出する側に向けて洗浄液を流すステッ
プをさらに備えてもよい。洗浄液を流すステップは、微生物を濾別するステップと微生物
を回収液と一緒に回収するステップとの間で行われる。
【０１６３】
　このような構成によれば、濾過器に付着した液体試料内の物質のうち、微生物よりも小
さい物質や、濾過器上に堆積している微生物間に詰まっている物質などを洗浄により取り
除くことができる。その結果、回収液を流したときにこのような物質が混ざってしまうこ
とを防止することができ、微生物を高純度で回収することができる。
【０１６４】
　（第５項）第４項に記載の微生物回収方法の洗浄液を流すステップは、濾過器の液体試
料を流入させる側に接続される流路を、洗浄液を受ける洗浄容器に接続された洗浄路に切
り替えるステップを含んでいてもよい。
【０１６５】
　このような構成によれば、流路の切り替えを行うことで洗浄液を濾過器内に流すことが
でき、流路の切り替えを自動化することで濾過器内の洗浄の自動化を可能にする。
【０１６６】
　（第６項）第１項～第５項のうちいずれか１項に記載の微生物回収方法において、液体
試料は、血球を含んでいてもよい。この場合、微生物回収方法は、液体試料から血球を除
去するステップをさらに含む。血球を除去するステップは、微生物を濾別するステップの
前に行われる。
【０１６７】
　このような構成によれば、採取した血液に対して特別な処理をしなくとも、採取した血
液を液体試料として用いることができる。
【０１６８】
　（第７項）第６項に記載の微生物回収方法の血球を除去するステップは、微生物に対す
る濾過抵抗が、血球に対する濾過抵抗よりも小さい第１フィルタを用いた第１濾過を液体
試料に対して行い、これにより血球に対して微生物を先行させるステップと、第１フィル
タに血球が残った状態で、微生物を含む濾液に対して第２フィルタを用いた第２濾過を行
って微生物をサイズ選択的に透過させるステップとを含んでいてもよい。また、第１濾過
の一次側からの加圧および濾液が排出される側からの減圧のうちの少なくとも一方により
、血球を除去するステップおよび微生物を濾別するステップが行われてもよい。
【０１６９】
　このような構成によれば、血球を含む液体試料に対して、何らの処理も加えることなく
濾過という単位操作を施すことが可能であって、一の単位操作で液体試料から血球が除去
された濾液を得ることができる。さらに、加圧および減圧のうちの少なくとも一方の操作
により、血球を除去するステップと微生物を濾別するステップとを行うことができ、操作
を簡単にすることができる。
【０１７０】
　（第８項）第１項から第７項のうちいずれか１項に記載の微生物回収方法の微生物を回
収液と一緒に回収するステップは、濾過器の濾液が排出される側に接続される流路を、回
収液を受ける回収液用容器に接続された流路に切り替えるステップを含んでいてもよい。
【０１７１】
　このような構成によれば、流路の切り替えを行うことで回収液を濾過器内に流入させる
ことができ、流路の切り替えを自動化することで微生物の回収の自動化を可能にする。
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【０１７２】
　（第９項）また、一態様に係る微生物回収装置は、液体試料を受ける試料容器と、微生
物よりも小さい孔径を有するフィルタ、ならびにフィルタを挟んで互いに対向する位置に
形成された第１開口部および第２開口部を有する濾過器と、廃液を受ける廃液容器と、回
収液を受ける回収液用容器と、回収対象の溶液を受ける回収容器と、濾過器の第１開口部
側に試料容器が接続され、濾過器の第２開口部側に廃液容器が接続される第１流路と、濾
過器の第２開口部側に回収液用容器が接続され、濾過器の第１開口部側に回収容器が接続
される第２流路とを備える。
【０１７３】
　このような構成を備えた微生物回収装置を用いることで、試料容器から液体試料を流す
ことで微生物を濾過器で濾別したのち、回収液を濾過器に向けて流すことで、濾過器で濾
別された微生物を回収液で回収することができる。そのため、微生物回収装置を利用する
ことで、回収液が流れる力で微生物を濾過器から分離して回収することができ、人の手に
よることなく微生物を回収できるため、微生物の回収の自動化を可能にする。
【０１７４】
　（第１０項）第９項に記載の微生物回収装置において、回収液は、微生物の培養に用い
るための液体培地である。
【０１７５】
　このような構成によれば、濾過器で濾別された微生物を回収液と一緒に回収したのち、
回収した溶液をそのまま培養に用いることができる。また、微生物が培養に用いる液体培
地で直接回収されるため、微生物の回収効率を良くすることができる。
【０１７６】
　（第１１項）第９項または第１０項に記載の微生物回収装置は、第１開口部との接続を
試料容器または回収容器に切り替える第１切替器と、第２開口部との接続を廃液容器また
は回収液用容器に切り替える第２切替器とをさらに備えてもよい。
【０１７７】
　このような構成を備えた微生物回収装置を用いることで、第１切替器と第２切替器とを
操作するだけで第１流路から第２流路への切り替えを行うことができ、第１切替器と第２
切替器との操作を自動化すれば、微生物の回収の自動化を可能にする。
【０１７８】
　（第１２項）第９項または第１０項に記載の微生物回収装置は、洗浄液を受ける洗浄容
器と、濾過器の第１開口部側に試料容器が接続され、濾過器の第２開口部側に廃液容器が
接続される第３流路をさらに備えてもよい。
【０１７９】
　このような構成を備えた微生物回収装置を用いることで、濾過器を洗浄することができ
、濾過器を洗浄した結果、微生物を高純度で回収することができる。
【０１８０】
　（第１３項）第１２項に記載の微生物回収装置は、第１開口部との接続を試料容器、回
収容器または洗浄容器に切り替える第１切替器と、第２開口部との接続を廃液容器または
回収液用容器に切り替える第２切替器とをさらに備えてもよい。
【０１８１】
　このような構成を備えた微生物回収装置を用いることで、第１切替器と第２切替器とを
操作するだけで第１流路から第３流路への切り替え、および第３流路から第２流路への切
り替えを行うことができる。第１切替器と第２切替器との操作を自動化すれば、濾過器内
の洗浄および微生物の回収の自動化を可能にする。
【０１８２】
　（第１４項）第９項から第１３項のうちいずれか１項に記載の微生物回収装置において
、液体試料は、血球を含んでいてもよい。この場合、試料容器は、血球を除去する除去装
置であり、血球および血球よりも小さい微生物を透過可能であって、微生物を血球よりも
先に透過させる性質を有する第１フィルタと、第１フィルタよりも下流側に配置され、血
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ルタとを含む。
【０１８３】
　このような構成によれば、血球を含む液体試料に対して、何らの処理も加えることなく
濾過という単位操作を施すことが可能であって、一の単位操作で液体試料から血球が除去
された濾液を得ることができる。さらに、除去装置として機能する試料容器が濾過器に接
続されているため、このような微生物回収装置を用いることで、一の単位操作で血球を含
む液体試料から血球を除去し、微生物を濾別する操作までできる。
【０１８４】
　（第１５項）第１１項または第１３項に記載の微生物回収装置は、試料容器および濾過
器を収容し、回収容器を着脱可能に支持する筐体と、第１切替器および第２切替器が配置
され、筐体を取り付け可能に構成された収容体とをさらに備えてもよい。筐体には、第１
流路の少なくとも一部と、第２流路の少なくとも一部とが設けられている。筐体に設けら
れた第１流路および第２流路は、可塑性を有する管によって構成されている。第１切替器
および第２切替器は、管を挟み込んで圧迫することで、第１流路または第２流路を遮断し
て接続を切り替える。収容体に筐体を取り付けたときに管が第１切替器および第２切替器
によって挟み込まれるように、第１切替器および第２切替器が収容体に位置決めされてい
る。
【０１８５】
　このような構成によれば、第１切替器および第２切替器が、管を挟み込んで圧迫するよ
うに構成されている。そのため、微生物の回収を自動化するにあたり、コントローラによ
る制御が求められる第１切替器および第２切替器と、液体試料によって汚染される管（第
１流路および第２流路）とを別体にすることができる。また、第１切替器および第２切替
器は、収容体に筐体を取り付けたときに管が第１切替器および第２切替器によって挟み込
まれるように収容体に位置決めされている。そのため、ユーザは、再利用のできない筐体
を収容体に取り付けたり、取り外したりするだけで、回収装置を利用することができる。
【０１８６】
　今回開示された実施の形態は、全ての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。本発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内での全ての変更が含まれること
が意図される。
【符号の説明】
【０１８７】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ　回収装置、１００　試料容器、１００ａ，１００ｃ　血球除去
装置、１２０ａ，２００　濾過器、１２１～１２５，１４２　開口部、１４０　第１フィ
ルタ、１４４　注入口、１６０　第２フィルタ、２０２　流入口、２０４　排出口、２２
０　濾別フィルタ、３００，３００ａ　液体試料、３２０　血球、３４０　微生物、３６
０　培地、３８０　洗浄液、４２０，４２０ａ　廃液容器、４２２，４２２ａ，４６４　
吸引部、４４０　培地容器、４６０　回収容器、４６２　吸引ボックス、４６６　接続部
、４８０　洗浄容器、５１２　流入口、５１４　廃液路、５１６　培地路、５１８　回収
路、５２０　洗浄路、５２２　吸引路、６１２，６１２ａ～６１２ｃ　第１切替器、６１
４，６１４ａ，６１４ｂ　第２切替器、６１６　第３切替器、７２０　第１コネクタ、７
４０　第２コネクタ。
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